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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技板と接着する接着剤からなる第１接着層と、
　前記第１接着層の上面に積層される第１樹脂フィルムと、
　前記第１樹脂フィルムの上面に設けられる印刷層及び第２接着層と、
　前記印刷層及び前記第２接着層の上面に積層される第２樹脂フィルムと、
　前記第２樹脂フィルムの上面に積層されるハードコート層と、
　を備えていることを特徴とする遊技板用保護フィルム。
【請求項２】
　前記第１樹脂フィルム及び前記第１樹脂フィルムに積層される前記第１接着層を有する
　第１積層樹脂フィルムと、前記第２樹脂フィルム及び前記第２樹脂フィルムに積層され
る前記ハードコート層を有する第２積層樹脂フィルムと、 
　前記第１樹脂フィルム又は前記第２樹脂フィルムのいずれかに形成された前記印刷層と
、
を備え、 
　前記第２接着層を介して前記第１樹脂フィルム及び前記第２樹脂フィルムが対向するよ
うに、前記第１積層樹脂フィルムと前記第２積層樹脂フィルムとが配置されていることを
特徴とする請求項１記載の遊技板用保護フィルム。
【請求項３】
　前記第１樹脂フィルム及び前記第２樹脂フィルムは、ポリカーボネート樹脂又はポリエ
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チレンテレフタレート樹脂を主成分とする樹脂で作製されていることを特徴とする請求項
１又は２記載の遊技板用保護フィルム。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の遊技板用保護フィルムが接合されてなることを
特徴とする保護フィルム付遊技板。
【請求項５】
　請求項２から４のいずれか１項に記載の遊技板用保護フィルムを作製する方法において
、以下の工程を含むことを特徴とする作製方法。
　（１）第１接着層と第１樹脂フィルムを積層し、第１積層樹脂フィルムを作製する工程
　（２）第２樹脂フィルムにハードコート層を塗工して第２積層樹脂フィルムを作製する
工程
　（３）第１積層樹脂フィルム若しくは第２積層樹脂フィルムのいずれかに印刷層を形成
する工程
　（４）前記第１樹脂フィルム及び前記第２樹脂フィルムが対向するように、前記第１積
層樹脂フィルム及び前記第２積層樹脂フィルムを接着する工程
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機、アレンジボール遊技機、雀球遊技機等の遊技球を遊技媒体
として用いる遊技機の遊技に使用される遊技板用保護フィルム、遊技板用保護フィルムが
接合された保護フィルム付遊技板及び遊技板用保護フィルムの作製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パチンコ遊技機の遊技板は、遊技球を遊技領域に誘導する２本のガイドレールが
装着されるとともに、図柄変動表示装置、入賞装置等の遊技部品がガイドレールで囲まれ
た遊技領域に配設される。そして、これら遊技部品の周辺に障害釘、風車等が植設されて
、これらにより、遊技領域を落下する遊技球の落下経路に変化が与えられることによって
娯楽性が向上する。
【０００３】
　近年、遊技板は、環境保護の観点や意匠上の観点から、木製の合板に代えて合成樹脂製
の遊技板が提案されている。特に透明な合成樹脂により成型された遊技板は、裏面に図柄
変動表示装置や各種装飾部材を配置できることから、斬新なデザインを採用することがで
き、興趣が高められるという利点を有する。
【０００４】
　しかしながら、合成樹脂製の遊技板は、遊技球との接触によって表面に擦り傷がつき易
く、透明な遊技板では、遊技期間が長くなるにつれて裏に設けられた図柄表示装置や装飾
部材が見えにくくなるという問題点があった。また、遊技板の表面に絵柄を施した場合、
この絵柄がはがれて遊技板全体の見栄えが悪くなるという問題点が指摘されていた。
【０００５】
　このような問題点を改善するものとして、遊技板の表面にロール式転写装置によりハー
ドコート層を転写する遊技板が提案されている（特許文献１）。転写フィルムはベースフ
ィルム層から順に離型層、ハードコート層、絵柄層、接着層を有し、転写後にベースフィ
ルムは巻き取られ、最終的にハードコート層と絵柄層が遊技板の表面に転写されて接合さ
れる。
【０００６】
　しかしながら、かかる発明は、確かに絵柄層の上面にハードコート層が設けられている
ものの、ハードコート層と絵柄層が遊技板の表面に転写されただけの状態では、遊技期間
が長期間に及ぶと、特に、遊技球が頻繁に通過する箇所においては、ハードコート層に擦
り傷が生じていき、最終的には、下層の絵柄層まで剥離してしまうという問題が発生する
おそれがあった。また、絵柄層の乾燥が不十分な状態で接着層を形成すると、接着層の接
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着強度が低下してしまい、結果的に遊技板との間で剥がれやすくなる可能性があるという
問題点があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１－１０１７９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで、本発明は上記課題を鑑みてなされたもので、従来と比較して、耐久性が高く、
かつ視認性がよく、長期間に亘って見栄えのよい遊技板を提供することができる遊技板用
保護フィルムを提供することを主たる目的とし、この遊技板用保護フィルムの作製方法及
び遊技板用保護フィルムを使用した保護フィルム付遊技板を提供することも目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上述の主目的を達成するために以下の手段を採った。
【００１０】
　本発明にかかる遊技板用保護フィルムは、遊技板と接着する接着剤からなる第１接着層
と、前記第１接着層の上面に積層される第１樹脂フィルムと、前記第１樹脂フィルムの上
面に設けられる印刷層及び第２接着層と、前記印刷層及び前記第２接着層の上面に積層さ
れる第２樹脂フィルムと、前記第２樹脂フィルムの上面に積層されるハードコート層と、
　を備えていることを特徴とする。
【００１１】
　本発明は、遊技板と接着するための接着剤からなる第１接着層を第１樹脂フィルムに直
接積層することとし、水分又は湿気を有する印刷層又は第２接着層が第１樹脂フィルムを
介して分離して配置されている。そのため、第１樹脂フィルムの素材を選択することによ
って、第１接着層に印刷層又は第２接着層の水分や湿気が伝わる割合を任意に変更するこ
とができる。そのため、より好ましい状態に第１接着層を維持することができる。具体的
には、例えば、従来のごとく、印刷層に直接印刷層に第１接着層を積層した場合には、印
刷層の水分によって第１接着層の接着強度に影響を与える可能性があったが、第１樹脂フ
ィルムを介することによって、接着強度への水分の影響を低減することができる。また、
最表面にはハードコート層が形成されるため、表面の鉛筆硬度は２段階から４段階程度硬
度を向上させることができる。そのため、さらに表面の耐久性を向上させることができ、
印刷層や表面が削られて見づらくなる可能性をさらに低減することができる。
【００１２】
　また、本発明に係る遊技板用保護フィルムにおいて、前記第１樹脂フィルム及び前記第
１樹脂フィルムに積層される前記第１接着層を有する第１積層樹脂フィルムと、前記第２
樹脂フィルム及び前記第２樹脂フィルムに積層される前記ハードコート層を有する第２積
層樹脂フィルムと、を備え、前記第１樹脂フィルム又は前記第２樹脂フィルムのいずれか
に前記印刷層を形成した後、前記第２接着層を介して前記第１樹脂フィルム及び前記第２
樹脂フィルムが対向するように、前記第１積層樹脂フィルムと前記第２積層樹脂フィルム
とが配置されているものであってもよい。本発明は、第１積層樹脂フィルム及び第２積層
樹脂フィルムのいずれにも樹脂フィルムを有することから、印刷層は樹脂フィルムに挟ま
れる形態となっている。そのため印刷層によって表現される絵柄層は、表面及び裏面の両
側に配置される樹脂フィルムによって保護されるため、遊技球によって絵柄が削られて見
づらくなる可能性を低くすることができる。また、最表面にはハードコート層が形成され
るため、表面の鉛筆硬度は２段階から４段階程度硬度を向上させることができる。そのた
め、さらに表面の耐久性を向上させることができ、印刷層や表面が削られて見づらくなる
可能性をさらに低減することができる。一方で、第１接着層は、直接印刷層に設けられる
ことなく、第１樹脂フィルムを介して設けられるため、第１接着層は、印刷層の乾燥の程
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度による影響を受けることなく安定して高い接着強度を保持することができる。また、あ
らかじめ、第１積層樹脂フィルム及び第２積層樹脂フィルムを作製した後に、接合すると
いう構成を採用していることから、最終的に第１積層樹脂フィルム及び第２積層樹脂フィ
ルムを作製しておけば、接合工程のみで最終製品を作製することができる。そのため、緊
急の生産等に対応し易い遊技板用保護フィルムを提供することができる。
【００１３】
　また、本発明の遊技板用保護フィルムにおいて、前記第１樹脂フィルム及び前記第２樹
脂フィルムは、ポリカーボネート樹脂又はポリエチレンテレフタレート樹脂を主成分とす
る樹脂で作製されているものであってもよい。かかる構成を採用することで、効果的に表
面硬度を向上させることができるハードコート層とすることができる。かかる素材は、剛
性に優れており、遊技板と接合する際に適切な剛性を有するフィルムを作製可能である。
また、印刷層の乾燥に与える影響及び第１接着層に与える水分又は湿気の影響を考慮した
場合に、耐透湿性と気体透過性の物性が優れており、印刷層の湿気の影響を第１接着層に
影響を与えることを低減できる一方で、適度に気体を透過するため、遊技板用保護フィル
ム完成後も印刷層を適度な乾燥状態に保つことができる。すなわち、第１接着層に与える
湿度の影響を極力抑えることができるにもかかわらず、印刷層の乾燥に適度な気体を透過
することができる。
【００１４】
　本発明の保護フィルム付遊技板は、上述した遊技板用保護フィルムを表面に接合したも
のである。これにより、上述した効果を有する遊技板を提供することができる。
【００１５】
　さらに、本発明の遊技板用保護フィルムを作製する方法は、
　（１）第１接着層と第１樹脂フィルムを積層し、第１積層樹脂フィルムを作製する工程
　（２）第２樹脂フィルムにハードコート層を塗工して第２積層樹脂フィルムを作製する
工程
　（３）第１積層樹脂フィルム若しくは第２積層樹脂フィルムのいずれかに印刷層を形成
する工程
　（４）前記第１樹脂フィルム及び前記第２樹脂フィルムが対向するように、前記第１積
層樹脂フィルム及び前記第２積層樹脂フィルムを接着する工程
　を含むことを特徴とする。かかる方法を採用することで、上記効果を有する遊技板用保
護フィルムを作製することができる。また、あらかじめ、第１積層樹脂フィルム及び第２
積層樹脂フィルムを作製した後に、接合するという構成を採用していることから、第１積
層樹脂フィルム及び第２積層樹脂フィルムをストックすることができ、ストックされたそ
れぞれの第１積層樹脂フィルム及び第２積層樹脂フィルムを接合するのみで最終製品を作
製することができる。そのため、緊急の生産等に対応し易い遊技板用保護フィルムを提供
することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明にかかる遊技板用保護フィルムによれば、遊技板用保護フィルムを遊技板の表面
に接合することで、遊技板の表面は遊技球の接触による劣化が低減される。そのため、長
期間に渡って視認性がよく、見栄えのよい遊技板を保持することができる遊技板を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、実施形態にかかる遊技板用保護フィルム１００の断面図である。
【図２】図２は、実施形態にかかる遊技板１１０の正面図である。
【図３】図３は、実施形態にかかる遊技板用保護フィルム１００の分解断面図である。
【図４】図４は、実施形態にかかる遊技板用保護フィルム１００を遊技板１１０に接合す
る工程を示す模式図である。
【図５】図５は、実施形態にかかる遊技板用保護フィルム１００が接合された遊技板１１
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０を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　上記簡単に説明した図面に基づいて、本発明を実施するための形態を詳細に説明する。
図１は、第１実施形態にかかる遊技板用保護フィルムの層の状態を示す側面図である。な
お、本明細書及び特許請求の範囲において、「接合」とは、それぞれが容易に分離できな
い状態を示し、接合する方法は貼着、転写等の種々の手段を採用することができる。また
、本明細書及び特許請求の範囲においては、それぞれ「フィルム」とは、シートをも含む
概念であり、特に厚さによって区別するものではなく、比較的厚いプラスチックシートを
除外するものではない。また、「接着剤」とは、特に使い分けている場合を除き、接着剤
及び粘着剤の両方を含む概念であり、「接着層」とは、接着剤からなる層及び粘着剤から
なる層の両方をも含む概念である。
【００１９】
　本実施形態にかかる遊技板用保護フィルム１００は、図１に示すように、主として、下
層から第１積層樹脂フィルム１０、第２接着層３０、印刷層２０及び第２積層樹脂フィル
ム４０を備えている。
【００２０】
　第１積層樹脂フィルム１０は、第１樹脂フィルム５０に第１接着層６０をラミネートし
た後、剥離フィルム７０を積層した三層構造を有している。
【００２１】
　第１樹脂フィルム５０は、耐透湿性と気体透過性とを考慮して選択されたプラスチック
素材で作製される。プラスチック素材としては、例えば、アクリル樹脂、ポリエチレンテ
レフタレート、ポリカーボネート、メタクリル系樹脂フィルム、ポリ塩化ビニル樹脂フィ
ルム等の合成樹脂が挙げられる。好ましくは、適度に耐透湿性、気体透過性を有するため
、第１接着層６０及び印刷層２０に適切な状態を保つことができることに加え、引っ張り
強さが強く、適度な伸びもあり、腰が強く、弾性回復性が優れている等の特性から加工の
面でも取り扱いやすいポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムを使用するとよい
。フィルムの厚さは限定するものではないが、遊技板１１０への接合工程の際に、遊技板
用保護フィルム１００の剛性によって取り扱いづらくなることから、適度な腰を有する１
０μｍから２００μｍ程度の厚さのものを使用するとよい。ポリエチレンテレフタレート
を使用することによって、適度に印刷層の乾燥を促進することができ、かつ直接印刷層が
第１接着層と接触している場合と比較して、印刷層の印刷の変色やくすみを効果的に防止
することができる。
【００２２】
　第１接着層６０は、遊技板１１０と接合する層であり、接着剤又は粘着剤で形成される
。好ましくは、遊技板１１０に粘着によって接合される粘着剤を用いるとよい。粘着剤と
しては、ポリウレタン系粘着剤、アクリル系粘着剤、シリコン系粘着剤、ゴム系粘着剤、
ポリエステル系粘着剤、ポリビニルブチラール系粘着剤、エチレン－酢酸ビニル系粘着剤
等が挙げられる。好ましくは、アクリル系の二液混合型のものが好ましく、より好ましく
は、アクリル酸エステル共重合体を含むものがよい。また、粘着剤の機能の面からは、溶
剤型粘着剤、熱硬化型粘着剤、活性エネルギー線硬化型粘着剤等いずれであってもよい。
【００２３】
　剥離フィルム７０は、第１接着層６０を保護するためのものであり、遊技板１１０と接
合される前に自然劣化したり、又は運搬や保管の際にほこり等が貼り付いて不良品化した
りすることを防止する。剥離フィルム７０は、遊技板１１０と接合される前に剥離される
。剥離フィルム７０の素材、厚さ等は特に限定するものではなく、紙を基材とする剥離紙
であってもよいし、合成樹脂を基材とする樹脂フィルムであってもよい。好ましくは厚さ
１０μｍ～５０μｍ程度のポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレン（ＰＥ
）等からなるフィルムにシリコン等の離型剤をコーティングしたものを使用するとよい。
なお、剥離フィルム７０は、遊技板用保護フィルム１００をロール式に保管し、第１接着
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層６０が外部に露出していない場合は必ずしも設けなくてもよい。
【００２４】
　印刷層２０は、第１積層樹脂フィルム１０と後述する第２積層樹脂フィルム４０との間
に配置されて遊技板１１０の絵柄を表す層である。印刷層２０は、着色インクを用いて第
１樹脂フィルム５０又は第２樹脂フィルム８０のいずれかの表面に印刷される。印刷層２
０の絵柄には、特に制限はなく、絵柄、図柄、画像，模様、文字等又はこれらの組み合わ
せが含まれる。印刷層２０の印刷には、着色インクを用いた通常のオフセット印刷、ＵＶ
オフセット印刷、スクリーン印刷、グラビア印刷等の中から任意に選択して行うことがで
きる。
【００２５】
　第２接着層３０は、第１積層樹脂フィルム１０と第２積層樹脂フィルム４０を接合する
機能を有する。第２接着層３０は、第１積層樹脂フィルム１０又は第２積層樹脂フィルム
４０のいずれかに印刷層２０を形成した後、第１樹脂フィルム５０と第２樹脂フィルム８
０との間に配置されて、第１積層樹脂フィルム１０及び第２積層樹脂フィルム４０を接合
する。この際に、乾燥した印刷層２０に第２接着層３０を塗布してもよいし、印刷層２０
を形成したフィルム（第１積層樹脂フィルム１０又は第２積層樹脂フィルム４０）と反対
側のフィルムに塗布しても良い。使用される接着剤等は特に限定するものではなく、適宜
最適なものを使用することができる。
【００２６】
　第２積層樹脂フィルム４０は、第２樹脂フィルム８０にハードコート層９０を形成し、
ハードコート層９０の表面には、任意にハードコート層を保護するための保護フィルム９
５が積層される。なお、第２樹脂フィルム８０は、第１樹脂フィルム５０と同様であるの
で説明を省略する。
【００２７】
　ハードコート層９０は、遊技板１１０と接合された際に、最外層の表面を構成する層で
あり、第２樹脂フィルム８０とともに、下層の印刷層２０や遊技板１１０を遊技球から保
護する機能を有する。ハードコート層９０は、熱硬化性樹脂や活性エネルギー線硬化性樹
脂を主成分とする樹脂を用いるとよい。上記熱硬化性樹脂としては、熱によって重合又は
架橋する、アクリル系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリウレタン系樹脂等が挙げられる。
上記活性エネルギー線硬化性樹脂は、紫外線や電子線等の活性エネルギー線によって重合
・硬化する樹脂である。活紫外線硬化型樹脂としては、ウレタン系、ポリエステル系、エ
ポキシ系、ポリオール系の（メタ）アクリル酸変性された樹脂の各種オリゴマー、モノマ
ー等に光開始剤が添加されたものを用いることができる。これらの中でもウレタンアクリ
レート、ポリエステルアクリレート、エポキシアクリレート、ウレタンメタクリレート、
ポリエステルメタクリレート、エポキシメタクリレート等の分子末端にアクリル基又はメ
タクリル基を有しているものが好適に使用できる。第２樹脂フィルム８０の表面にハード
コート層９０を設けることによって、表面の鉛筆硬度は、第２樹脂フィルム８０の鉛筆硬
度に対して２段階～４段階程度硬度が向上する。最終的な表面の鉛筆硬度は、Ｈ以上が好
ましく、３Ｈ以上がより好ましい。
【００２８】
　保護フィルム９５は、最終製品とされた遊技板１１０を出荷する前にハードコート層９
０が損傷することを防止するために表面に配置されるフィルムであり、省略することも可
能である。
【００２９】
　遊技板１１０は、アクリル、ＡＢＳ樹脂、ポリカーボネート又はポリスチロール等の合
成樹脂を用いて、射出成形又は押出成形によって作製される。遊技板１１０は、透明であ
っても、不透明であってもよいし、無色であっても、有色であっても構わない。遊技板１
１０は、障害釘が植設可能な８から２０ｍｍの厚さを有する矩形の板状に形成され、図２
に示すように、遊技機に取り付けられる可動型入賞口、大入賞口等の各種入賞装置、電子
ディスプレイ、ランプその他の装飾体を取り付けるための大小の開口１１０ａが形成され
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ている。この開口１１０ａは、射出成形において同時に形成してもよいし、射出成形の後
又は押出成形の後、ＮＣルータ加工機等による切削加工によって別工程で作製してもよい
。その他、適宜、必要に応じて外周縁部に額縁状の補強リブを一体に形成したり、肉抜き
部を設けたりしてもよい。
【００３０】
　次に、以上の遊技板用保護フィルム１００の作製方法及び使用方法を説明する。本発明
の遊技板用保護フィルム１００は、主として、第１積層樹脂フィルム１０を作製する工程
（第１積層フィルム作製工程）、第２積層樹脂フィルム４０を作製する工程（第２積層フ
ィルム作製工程）、そして印刷層を形成（印刷層形成工程）した後に、これらを接合する
工程（接合工程）を含む。以下、それぞれの工程について詳細に説明する。以下の工程に
おいて、
【００３１】
　（第１積層フィルム作製工程）
　第１積層樹脂フィルム１０は、まず、剥離フィルム７０として厚さ５０μｍのポリエチ
レンテレフタレート製のフィルムを用意し、この剥離フィルム７０にシリコンを主成分と
する離型剤（図示しない。）を０．５μｍから１μｍの厚さに塗布した後、熱硬化型粘着
剤の粘着剤を塗工機によってコーティングし、乾燥機により粘着剤を乾燥させて第１接着
層６０を形成する。その後、第１樹脂フィルム５０として、厚さ５０μｍのポリエチレン
テレフタレート製のフィルムを積層し、図示しない圧力ローラーで第１樹脂フィルム５０
を第１接着層６０に圧着する。この状態で、粘着剤は架橋反応が十分に進行するまで２日
から１週間程度の期間養生される。
【００３２】
　（第２積層フィルム作製工程）
　第２積層樹脂フィルム４０は、第１積層樹脂フィルム１０とは別工程において並行して
作製される。第２積層樹脂フィルム４０は、第２樹脂フィルム８０に紫外線硬化型の樹脂
を塗工機によってコーティングした後、紫外線を照射して硬化させて、第２樹脂フィルム
８０の表面にハードコート層９０を形成する。
【００３３】
　（印刷層形成工程）
　第２積層樹脂フィルム４０の第２樹脂フィルム８０又は第１積層樹脂フィルム１０の第
１樹脂フィルム５０の表面に多色印刷機を用いて所定の絵柄をグラビア印刷する。グラビ
ア印刷は、シアン（Ｃ）、マゼンダ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）及びキートーン（Ｋ）の各印
刷ユニットで印刷される。それぞれの印刷ユニットではそれぞれの色を印刷した後、数秒
間熱乾燥し、後の印刷ユニットに送られる。
【００３４】
　（接合工程）
　印刷層形成工程において第２積層樹脂フィルム４０の第２樹脂フィルム８０の表面に印
刷層２０を形成した場合には第１樹脂フィルム５０の表面に、接着剤を塗工機により塗布
し、第２接着層３０を形成する。印刷層形成工程において第１積層樹脂フィルム１０の第
１樹脂フィルム５０の表面に印刷層２０を形成した場合には第２樹脂フィルム８０の表面
に接着剤を塗工機により塗布し、第２接着層３０を形成する。そして、第１積層樹脂フィ
ルム１０及び第２積層樹脂フィルム４０は、ロール・トゥ・ロール式のラミネート機を使
用して接合され、図１に示す遊技板用保護フィルム１００が完成する。
【００３５】
　その後、使用される遊技板１１０の開口１１０ａに合わせた開口が形成される。開口は
、所定の抜型によってプレス機で形成してもよいし、レーザ加工により形成してもかまわ
ない。
【００３６】
　以上のようにして作製された遊技板用保護フィルム１００は、遊技板１１０と接合され
る。以下、貼付によって遊技板１１０と接合する工程について説明する。
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【００３７】
　本実施例における遊技板１１０と遊技板用保護フィルム１００の接合工程は、図４に示
すように、ロール・トゥ・シート型によるラミネート機１２０を用いて作製される。まず
、遊技板用保護フィルム１００は、多数巻回されたロール状にされた状態で送出ローラー
１２１に取り付けられる。遊技板用保護フィルム１００は、送出ローラー１２１から送り
出された後、ガイドローラー１２２によって、遊技板１１０とのラミネート位置近傍に配
置されたフィルム剥離部１２３に案内される。フィルム剥離部１２３は、先端がロール１
２３ａに形成されており、このロール１２３ａに沿わせて剥離フィルム７０をその他の部
分と方向を変えて移動することによって、剥離フィルム７０が遊技板用保護フィルム１０
０から剥離される。剥離された剥離フィルム７０は、巻取ローラー１２４によって巻き取
られて回収される。一方、遊技板１１０は、遊技板用保護フィルム１００の流れに合わせ
てコンベア上を流れており、剥離フィルム７０が剥離されて第１接着層６０が露出された
遊技板用保護フィルム１００が、遊技板１１０の所定位置に印刷層２０が配置されるよう
に図４の破線位置から図４の実線位置に下動する位置決めローラー１２５によって配設さ
れる。その後、加圧ローラー１２６で３００ｋｇｆ～５００ｋｇｆ程度の圧力で押圧する
ことで、剥離フィルム７０が剥離された遊技板用保護フィルム１００を遊技板１１０に圧
着される。こうして、第１接着層６０は圧力により遊技板１１０に堅固に貼付される。そ
の後、２、３日程度養生して保護フィルム付遊技板１１０ｂが完成する。
【００３８】
　こうして保護フィルム付遊技板１１０ｂは、図５に示すように、下層から遊技板１１０
の表面に下層から、第１接着層６０、第１樹脂フィルム５０、第２接着層３０、印刷層２
０、第２樹脂フィルム８０、ハードコート層９０及び保護フィルム９５の順に積層された
フィルムが貼付された状態となる。保護フィルム９５は、使用前に剥がされる。
【００３９】
　実施形態にかかる遊技板１１０によれば、耐久性の高い遊技板用保護フィルム１００を
遊技板１１０の表面に設けることで遊技球の接触による劣化が低減される。そのため、視
認性がよく、見栄えのよい遊技板１１０を長期間に渡って保持することができる。
【００４０】
　また、本実施形態にかかる遊技板１１０によれば、ハードコート層９０を第２樹脂フィ
ルム８０に接合させることで、第２樹脂フィルム８０の表面硬度に対して表面の硬度を鉛
筆硬度で２段階から４段階程度が向上させることができる。そのため、遊技球の接触によ
る劣化が低減されることに加え、印刷層より表層に第２樹脂フィルム８０とハードコート
層９０の２層が形成されるため、視認性がよく、見栄えのよい遊技板１１０をさらに長期
間に渡って保持することができる。
【００４１】
　また、本実施形態にかかる遊技板１１０によれば、第１接着層６０が第２積層樹脂フィ
ルム４０を構成するフィルムとは別の樹脂フィルムである第１樹脂フィルム５０にあらか
じめ積層されているので、粘着剤の架橋反応を別工程で促進させることができる。そのた
め、第１樹脂フィルム５０との密着性を向上させることができる。また、従来のように遊
技板用保護フィルム１００全体を同時に作製する工程と比較して、第１積層樹脂フィルム
１０をあらかじめ作製しておくことができるので、第１接着層６０は十分な養生期間を確
保することができる。さらに、各層を順番に積層する場合と比較して、本発明は、最終工
程以外はあらかじめ作製しておいて、直前には第１積層樹脂フィルム１０及び第２積層樹
脂フィルム４０を貼り合わせるのみとすることができる。そのため最終工程の遊技板用保
護フィルム１００の製作時間を短縮することができ、汎用性に優れ、増産体制にも対応し
易くなる。
【００４２】
　また、印刷層２０は、第１樹脂フィルム５０又は第２樹脂フィルム８０に印刷され、第
１接着層６０との間に樹脂フィルムが挟まれるため、第１接着層６０に印刷層２０の湿気
が到達することが防止される。そのため、第１接着層６０の強度が印刷層２０の乾燥状態
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に接合強度のばらつきを低減させることができる。
【００４３】
　なお、本発明は上述した各実施形態に何ら限定されることはなく、本発明の技術的範囲
に属する限り種々の態様で実施し得ることはいうまでもない。
【００４４】
　また、上述した実施形態では、遊技板用保護フィルム１００は、第１積層樹脂フィルム
１０及び第２積層樹脂フィルム４０を作製した後に、接合して完成させたが、第１接着層
、第１樹脂フィルム、印刷層及び第２接着層、第２樹脂フィルム、ハードコート層の順に
積層されていれば、その作製方法は限定するものではない。
【００４５】
　上述した実施形態では、第１積層樹脂フィルム１０及び第２積層樹脂フィルム４０を接
合するに際して、ロール・トゥ・ロール式のラミネート機を使用して接合されるものとし
たが、特に接合方法が限定するものではなく、枚葉式のラミネート機で接合してもよい。
【００４６】
　また、上述した実施形態では、遊技板用保護フィルム１００を遊技板１１０に接合する
際に、ロール・トゥ・シート式によるラミネート機１２０を用いて作製したが、枚葉式の
ラミネート機で接合してもよい。
【００４７】
　さらに、上述した実施形態においては、印刷層２０が形成されていない側の樹脂フィル
ムに第２接着層３０を形成したが、印刷層２０の表層に第２接着層３０を形成してもかま
わない。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　上述した実施の形態で示すように、遊技球を遊技媒体として用いる遊技機に利用するこ
とができる。
【符号の説明】
【００４９】
１０…第１積層樹脂フィルム、２０…印刷層、３０…第２接着層、
４０…第２積層樹脂フィルム、５０…第１樹脂フィルム、６０…第１接着層、
７０…剥離フィルム、８０…第２樹脂フィルム、９０…ハードコート層、
９５…保護フィルム、１００…遊技板用保護フィルム、１１０…遊技板、
１１０ａ…開口、１１０ｂ…保護フィルム付遊技板、１２０…ラミネート機、
１２１…送出ローラー、１２２…ガイドローラー、１２３…フィルム剥離部、
１２３ａ…ロール、１２４…巻取ローラー、１２５…位置決めローラー、
１２６…加圧ローラー
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